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上記事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をい

ただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。 

 

なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無に関わらず、株主の皆様

に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りい

たします。 



業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況 

１．業務の適正を確保するための体制 

「業務の適正を確保するための体制（内部統制システム構築の基本方針）」に関する取締役会 

決議の内容は次のとおりであります。 

「内部統制システム構築の基本方針」 

 経営トップ以下全役職員は、実効性のある内部統制システムの構築に努め、常にこれを見直し

体制整備を図る。 

 

（１）取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

①取締役会は、「ホーチキグループのコンプライアンス方針」を定め、経営理念のもと、法

令・社会的規範・倫理を踏まえ、役職員一人ひとりが誠実で公正な行動を行うための指針と

し、法令遵守を徹底する。 

②コンプライアンス体制の維持・向上を図るため、社長を委員長とする「リスク管理・コンプ

ライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスに関する年間計画（重点方針等）を審議

し、実施状況を含め取締役会に報告する。 

③リスク統轄部所をはじめ各本部は規程整備や教育研修等の諸施策を推進する。 

④社内外に受付窓口を持たせた「ホットライン制度（内部通報制度）」を整備し、通報者の保

護に配慮してコンプライアンスに関する事案の早期発見と解決を図る。 

⑤被監査部門から独立した監査部を置き、各部所の法令・社内規程等の遵守状況を監査する。 

⑥金融商品取引法その他の法令に基づき、財務報告が適正に作成されるための体制を整備し、

運用する。 

⑦反社会的勢力との一切の関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力に対し会社として毅

然とした態度で対応する。 

 

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

①取締役会議事録、稟議書、その他の職務執行に係る情報に関する「文書管理規程」を定め、

当該規程に従い適正に保存し、管理する。 

②各取締役及び各監査役の要請があるときは、上記情報を閲覧に供する。 

 

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

①取締役会は、「ホーチキグループのリスク管理方針」を定める。 

②「リスク管理・コンプライアンス委員会」は、経営に重大な影響を及ぼすリスクの調査・分

析・評価を行い年度ごとに「重点管理リスク」を選定・審議し、実施状況を含め取締役会に

報告を行う。 

③リスク統轄部所はじめ各本部はリスクを予防・軽減するための諸施策を推進し、各本部の長

は、「内部統制全般に関するリスク管理の状況」について、定期的にリスク管理・コンプラ

イアンス委員会及び取締役会に報告する。 

④取締役会は、「危機管理規程」を定め、重大な災害・事故等が発生し社長が緊急事態と判断

した場合には、社長は対策本部の設置など、事業を継続するための必要な措置を実施する。 

 

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

①社内規程を整備して、職務権限と意思決定の手順を明確化し、効率的な事後の検証を可能と

させ、適正に職務が行われる体制を維持推進する。 

②業務執行に関する重要事項については、経営委員会または執行役員会において審議し、社内

規程に基づき取締役会で決議する。 

③取締役会は、ホーチキグループの経営計画を決議し、経営方針及び経営目標を明確にする。 

④取締役会は、経営計画を具現化するために年度予算を承認し、四半期毎に進捗を把握する。 



 

 

（５）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

①取締役会は「グループ会社経営管理規則」を定め、担当本部によるグループ会社の業務管理

の実施やグループ会社社長を招集した定期的な経営委員会の開催など、グループ会社の経営

内容を適時、的確に把握し、緊密な連携をとるとともに、重要案件につき協議・決定する体

制とする。 

②当社は役職員を取締役として重要なグループ会社に派遣し、グループ会社の取締役の職務執

行、及び事業全般に対して監督を行う。また、グループ会社取締役は内部統制に関する重要

な事項を定期的に当社経営委員会及びグループ会社の取締役会に報告し、コンプライアンス

上の問題を発見した場合は、速やかに担当本部を通じリスク管理・コンプライアンス委員会

に報告する体制とする。 

③グループ会社は「ホーチキグループのコンプライアンス方針」、「ホーチキグループのリスク

管理方針」等を共有し、周知徹底と体制整備に努める。 

④グループ会社は金融商品取引法その他の法令に基づく財務報告体制の整備・運用を行い、当

社は必要な監査を行う。さらに、海外グループ会社は現地の会計制度や法規制等に対応する

ため、財務報告体制はじめ適切な体制の整備・構築に努める。 

⑤グループ会社はその規模と目的に応じた職務権限規程等と業務執行体制を整備し、ホーチキ

グループの経営計画に沿った経営方針及び経営目標による経営を推進する。 

 

（６）監査役の職務を補助すべき使用人、その使用人の独立性、及び使用人に対する指示の実効性

に関する事項 

①監査役の要請があった場合、監査役の職務を補佐する職員を配置する。 

②当該職員の人事については監査役の同意を得るものとする。 

③当該職員は監査役の職務補佐の遂行に際し取締役の業務執行とは独立し、監査役の指揮命令

下で業務を遂行する。 

 

（７）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制 

①当社役職員は、当社及びグループ会社に重大な損失を及ぼすおそれのある事実や役職員によ

る違法又は不正な行為を認識したときは、監査役に報告する。 

②当社及びグループ会社の役職員は、監査役からのヒアリングまたは調査依頼に対し、協力す

るものとする。 

③監査役は、監査部、リスク統轄部所、及びグループ会社監査役から定期または随時に法令遵

守とリスク管理の整備・運営状況について報告を受ける。 

④当社は、監査役へ報告を行った当社及びグループ会社の役職員に対して、当該報告を行った

ことを理由として不利益な取り扱いを行わない。 

 

（８）監査役の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

 当社は、監査役または監査役会の職務の遂行に必要な費用はその請求に応じて支払う。 

 

（９）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

①監査役は、代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、また監査部及び会計監査人との連

携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。 

②監査役は、取締役会はじめ執行役員会・経営委員会など重要会議に出席し、意見を述べる。 

 

 

 

 

 

 



 

２．業務の適正を確保するための体制の運用状況 

当社では、上記方針に基づいて、内部統制システムの整備とその適切な運用に努めております。

当事業年度における当該体制の運用状況の概要は次のとおりであります。 

 

（１）取締役の職務の適正及び効率性確保に関する取り組み 

取締役会を 13 回開催し、取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合するとともに、

適正な経営判断がなされるよう、各議案についての審議、業務執行状況の報告、監督を行い、

取締役の職務執行の適正性及び効率性の向上を図りました。 

 

（２）リスク管理・コンプライアンスに関する取り組み 

リスク管理・コンプライアンス委員会を５回開催し、リスク管理については、経営に重大な

影響を及ぼすリスクの中から「重点管理リスク」を選定し、リスクの予防・軽減を図りました。

また、各本部で実施したリスク管理状況は、本部ごとに取締役会に報告し、確認を受けており

ます。 

コンプライアンス推進については、当社グループの役員・社員に向けて、コンプライアンス

の重要テーマに関する行動チェックを実施するとともに、当社役員及び昇格者を対象としたコ

ンプライアンス研修を行う他、テーマ別研修を実施することにより、コンプライアンス意識の

向上に努めました。 

 

（３）監査役監査の実効性確保に関する取り組み 

監査役は、本社・支店・工場並びにグループ会社への往査・ヒアリングに加え、リスク管理・

コンプライアンス委員会はじめ社内の重要会議への出席を通じ、内部統制システムの整備・運

用状況を確認いたしました。また、監査部はじめ各リスク統轄部所から、内部統制に関する重

要事項や活動状況の報告を受け、監査の実効性を高めました。 

監査役は、会計監査への立会いやヒアリングを通じ、会計監査人と連携し会計監査人の職務

執行状況を確認いたしました。 

監査役は、代表取締役・社外取締役・経営管理本部担当取締役と定期的に意見交換を行い、

認識共有を図りました。 

 

（４）当社グループにおける業務の適正確保に関する取り組み 

当社グループ会社の経営管理につきましては、「グループ会社経営管理規則」に基づき、重要

案件は経営委員会で協議、決定するとともに、各グループ会社の経営状況を適時・的確に把握

するため、グループ会社社長を招集した経営委員会を定期的に開催いたしました。また、監査

部は、グループ会社に対する監査を実施し、グループ経営に対応したモニタリングも実施いた

しました。 

 

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況 

当社は、反社会的勢力排除に向け、コンプライアンスの基本方針である「ホーチキグループコン

プライアンス行動規範・行動指針」に社会的秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力

とは断固として対決することを取締役会で決議したうえで宣言しており、総務部を統轄部所とし事

案により関係部所と協議のうえ、対応する体制としております。 

また、平素から警視庁管内特殊暴力防止対策連合会や警察署刑事組織犯罪対策課と連携し、反社

会的勢力に対する体制を整備するとともに、情報の収集、管理を行っております。 

 

 

 

 



 

会社の支配に関する基本方針 

１．会社の支配に関する基本方針 

上場会社である当社の株式は、譲渡自由が原則であり、株式市場を通じて多数の投資家の皆様よ

り、自由で活発な取引をいただいております。よって、当社の財務及び事業の方針を支配する者の

在り方についても、当社株式の自由な取引により決定されることを基本としております。したがっ

て、大規模買付提案やこれに類似する行為があった場合においても、一概に否定するものではな

く、最終的には株主の皆様の意思により判断されるべきであると考えております。 

一方、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、経営の基本理念、企業価値

の様々な源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を維持し、当社の企業価値及び株主

共同の利益を中長期的に確保し、向上させる者でなければならないと考えております。したがっ

て、企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提案やこれに類似

する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではないと考え

ております。 

なお、大規模買付提案やこれに類似する行為があった場合には、直ちに情報の収集に努め、当

該行為が当社に与える影響を分析し、基本方針に照らして不適切な者と判断した場合には、最も

適切な措置をとってまいります。また、必要に応じ当社の考え、意見などを株主の皆様の判断材

料となるよう開示いたします。 

 

２．基本方針の実現に資する取組み 

当社では、当社の企業価値及び株主共同の利益を向上させることにより、多数の投資家の皆様

に長期的に継続して当社に投資していただくため、下記（１）の基本方針のもとに下記（２）の

施策を実施しております。 

（１）当社の経営の基本方針 

当社グループは、グループの存在意義や使命を定める経営理念（Mission）として、「人々に

安全を」「社会に価値を」「企業をとりまく人々に幸福を」を掲げております。 

また、中長期経営計画「GLOBAL VISION2030」（2024～2030 年度）において、実現したい姿

（Vision）として「人と技術の力で世界中に Life Safety を創造する」を掲げ、「火災から人

命・財産を守る」という中核を維持しつつ、世界中の人々に安心かつ快適な人生・生活を提供

するという思いのもと、事業活動を通じた社会課題の解決を目指してまいります。 

 

（２）中長期的な企業価値向上のための取組み 

当社グループは、上記の経営理念のもと、グローバルに事業を展開しております。メーカー

として、将来に向けた基礎研究や要素技術開発を強化するなど、中長期の視点で「モノづくり

力」を高めるとともに、高品質でコスト競争力のある製品を適切な納期で提供できるよう、グ

ローバルでのサプライチェーンの体制整備を図っております。 

 

３．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを

防止するための取組み 

上記のとおり中長期的な企業価値及び株主共同の利益の向上を目指し当社の経営にあたってま

いります。そのためには、株主様をはじめお客様、取引先、従業員等ステークホルダーとの間に

十分な理解と協力関係を構築することが不可欠であります。当社は、平素より適正なる企業運営

や適切な情報の開示に努め、当社のより良き理解者としての株主の皆様を増やしていくことに取

り組んでまいります。 

 

 

 



 

４．当該取組みが基本方針に沿い、当社の企業価値及び株主共同の利益に合致し、当社の会社役

員の地位の維持を目的とするものでないことについて 

上記の取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するためのものであ

り、当社の株主共同の利益を確保し、また、上記の基本方針に沿うものであります。さらに、

これらの取組みは、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しておりま

す。 

 

 



連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(１)連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

・連結子会社の数 15社
・連結子会社の名称 ホーチキ商事株式会社

ホーチキ茨城電子株式会社
関西ホーチキエンジニアリング株式会社
水戸ホーチキ株式会社
株式会社ディーディーエル
ホーチキアメリカコーポレーション
ホーチキヨーロッパ（U.K.）リミテッド
ホーチキオーストラリアPTYリミテッド
ホーチキサービスS.de R.L.de C.V.
ホーチキメキシコS.A.de C.V.
ケンテックエレクトロニクスリミテッド
ホーチキミドルイーストFZE
ホーチキアジアパシフィックPTEリミテッド
ホーチキイタリアSRL a s.u.
ホーチキタイランドリミテッド

(２)会計方針に関する事項

①重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券
・市場価格のない株式等
　以外のもの

・市場価格のない株式等 主として、移動平均法による原価法を採用しております。

棚卸資産

製品、仕掛品、工事材料 主として、先入先出法による原価法を採用しております。
製造材料 主として、移動平均法による原価法を採用しております。
特注製品・仕掛品 主として、個別法による原価法を採用しております。
(貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定)

②重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産
(リース資産を除く)

連結子会社であったホーチキエンジニアリング株式会社
は、2024年４月１日付で当社を存続会社とする吸収合併に
より消滅したため、連結の範囲から除外しております。

時価法を採用しております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定)

主として、定率法を採用しております。ただし、1998年４
月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては、定額法を採用しております。



無形固定資産

リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

③重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

役員賞与引当金

工事損失引当金

製品補償引当金

役員退職慰労引当金

役員株式給付引当金

④退職給付に係る負債の計上基準

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を
採用しております。
IFRS第16号「リース」の適用
一部の在外連結子会社においてIFRS第16号「リース」を適
用しており、当該リース資産はリース期間を耐用年数と
し、残存価額を零とする定額法を採用しております。

ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利
用可能期間（５年以内）に基づく定額法を、その他の無形
固定資産については、定額法を採用しております。

株式交付規程に基づく役員等への当社株式の交付に備える
ため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に
基づき計上しております。

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に
基づき、退職給付債務から年金資産を控除した金額を計上しております。
過去勤務費用は、発生年度に全額費用処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数（13年）による定額法により按分した金額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用
処理しております。
未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利
益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績
率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回
収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当連結会
計年度末における支給見込額に基づき計上しております。

受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度
末における手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、
その金額を合理的に見積もることができる工事について、
損失見込額を計上しております。

販売済み製品の補償費用などに備えるため、合理的に見積
もられる金額を計上しております。

一部の子会社においては、役員の退職慰労金の支出に備え
るため、役員退職慰労金の内規に基づく当連結会計年度末
における所要額を計上しております。



⑤収益及び費用の計上基準

a.製品の販売

b.工事契約

⑥のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、７年間の均等償却を行っております。

⑦デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。

(３)会計方針の変更に関する注記

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用

(４)会計上の見積りに関する注記
ホーチキ株式会社における一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

売上高
(注) 　　　

当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容
及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は次のとおりでありま
す。

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。
以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正
会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適
用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」とい
う。）第65－２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計
方針の変更による連結計算書類への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合
の連結計算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当
連結会計年度の期首から適用しております。

当社グループは火災報知設備、消火設備及び防犯設備を報告セグメントとしており、製品
の製造及び販売を行っております。このような製品の販売については、顧客との契約に基
づき製品を引き渡した時点で製品の支配が顧客に移転すると判断していることから、製品
の引き渡し時点で収益を認識しております。また、出荷から支配の移転までの期間が通常
の期間であるものについて代替的な取扱いを適用し、国内の販売については出荷時点で収
益を認識しております。海外の販売については船積み時点で収益を認識しております。

当社グループは火災報知設備、保守、消火設備及び防犯設備を報告セグメントとしてお
り、工事契約を締結しております。当該契約については、一定の期間にわたり履行義務が
充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。履
行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予
想される工事原価の総額に占める割合に基づいて行っております。なお、履行義務の充足
に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込
まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。また、履行義務に対する対価
は、履行義務の充足前に契約負債として受領する場合を除き、履行義務充足後、概ね１年
以内に受領しており、契約における重要な金融要素は含んでおりません。

9,191　百万円
売上高は、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約のうち、当連結会計年度末時
点で工事等未完成・未引渡しの契約を対象として記載しております（工事等が完成し、
その引き渡しが完了した契約は含めておりません）。



②連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

a.算出方法

b.主要な仮定

c.翌年度の連結計算書類に与える影響

(５)追加情報

２．連結貸借対照表に関する注記

（１）受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、
それぞれ次のとおりであります。

受取手形
売掛金
契約資産

（２）有形固定資産の減価償却累計額

1,495　百万円
17,528　百万円
5,605　百万円

法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立
し、2026年４月１日以後開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われること
になりました。
これに伴い、2026年４月１日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に
係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62％から31.52％に変更し
計算しております。
なお、この変更による連結計算書類への影響は軽微であります。

当連結会計年度末までの進捗部分について、一定の期間にわたり履行義務が充足される契
約については、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の
測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の総額に占
める割合に基づいて行っております。

顧客との合意に基づく工事契約内容の変更及び工事着手後に判明した事象並びに施工の遅
延等により工事原価総額の見積りが変動する場合には、翌連結会計年度の連結計算書類に
影響を与える可能性があります。

工事原価総額の見積りは、工事に対する専門的な知識と経験を有する施工責任者による一
定の仮定と判断を要し、不確実性を伴うため、工事原価総額の見積りが主要な仮定であり
ます。

17,279　百万円



（３）土地再評価に関する事項

再評価の方法

再評価を行った年月日

(４)貸出コミットメントライン契約

貸出コミットメントラインの総額
借入実行残高
差引額

３．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(１)発行済株式の種類及び総数

(注) 発行済株式数の減少2,412,000株は、自己株式の消却によるものであります。

(２)剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額

(注)１

(注)２

2024年11月６日
取締役会

普通株式 725 29.00
2024年

９月30日
2024年

12月９日

2024年６月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する自
社の株式に対する配当金7百万円が含まれております。

2024年11月６日取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する自社の
株式に対する配当金3百万円が含まれております。

配当金の
総額(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日決議 株式の種類

32.50
2024年

３月31日

効力 発生日

2024年６月26日
定時株主総会

普通株式 812

株式の種類
当連結会計年度

期首
増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 28,812,000 ― 2,412,000 26,400,000

「土地の再評価に関する法律」（1998年３月31日公布　法律第34号）及び「土地の再評価に関す
る法律の一部を改正する法律」（2001年３月31日公布　法律第19号）に基づき、事業用の土地の
再評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部
に、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

5,000　百万円
―　百万円

5,000　百万円

「土地の再評価に関する法律施行令」（1998年３月31日公
布 政令第119号）第２条第４号に定める路線価に基づいて
奥行価格補正等の合理的な調整を行って算定する方法、及
び第５号に定める不動産鑑定士の鑑定評価によって算定し
ております。

2002 年 ３ 月 31 日

柔軟な資金調達手段を確保するため、取引銀行３行と貸出コミットメントライン契約を締結して
おります。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりでありま
す。

2024年
６月27日



②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

(注)

４．金融商品に関する注記

(１)金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

③金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2025年６月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。

決議 株式の種類

2025年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,279 51.00
2025年

３月31日

配当の原資
配当金の

総額(百万円)
１株当たり
配当額(円)

基準日

2025年
６月27日

効力 発生日

当社グループは、資金運用については短期で安全性の高い金融資産に限定し、また資金調達に
ついては銀行などから借入を行っております。
デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わな
い方針であります。

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することもあります。

営業債権である受取手形、売掛金並びに電子記録債権は顧客の信用リスクに晒されておりま
す。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び
残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握できる体制としております。
また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建営業債権は、為替の変動リ
スクに晒されておりますが、個別にデリバティブ取引（為替予約取引）を利用してヘッジして
おります。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係
を有する企業の株式であり、定期的に時価を確認する体制としております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務並びに未払金は１年以内の支払期日のもの
であります。
リース債務は、主に設備投資に係る資金調達であります。
営業債務及びリース債務は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループは、適時に資金
繰計画を作成・更新するなどの方法により管理しております。

2025年６月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する自
社の株式に対する配当金10百万円が含まれております。



(２)金融商品の時価等に関する事項

(※)

(注１) 投資有価証券に関する事項

(注２) 市場価格のない株式等
(単位：百万円)

これらについては、「その他有価証券」には含めておりません。

(注３) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

3,632

△ 132

合計 4,932 1,301 3,631

―

区分 連結貸借対照表計上額

△ 10

負債計 1,273 1,263 △ 10

17,528 ―

電子記録債権 3,481

非上場株式 348

(単位：百万円)
１年以内 １年超　５年以内

現金及び預金 21,141 ―

　リース債務

　(１年以内返済予定を含む) 1,273 1,263

取得原価

受取手形 1,495 ―

売掛金

株式 4,902 1,269

種類
連結貸借対照表

計上額

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

その他有価証券の当連結会計年度中の売却額は1,333百万円であり、売却益の合計額は483百万
円であります。また、その他有価証券において、種類ごとの連結貸借対照表計上額、取得原価
及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：百万円)

4,932

時価

2025年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（(注２)参照）。

(単位：百万円)

差額
連結貸借対照表

計上額

　投資有価証券

株式

合計 43,647 ―

30

4,932 4,932資産計

差額

「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「電
子記録債務」「未払金」については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が
帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

―　　その他有価証券 4,932

―



(注４) リース債務の連結決算日後の返済予定額

リース債務

(３)金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

①時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

②時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

リース債務
これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規リース取引を行った場合に想定される利率
で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

リース債務

負債計 ― 1,263 ― 1,263

1,263―1,263―
（１年以内返済予定を含む）

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されている
ため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

318 297 277 240 125 13
合計 318 297 277 240 125 13

５年超

(単位：百万円)
１年超 ２年超 ３年超 ４年超
２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内

１年以内

4,932 ―

(単位：百万円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

―

投資有価証券

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３
つのレベルに分類しております。

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の
時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
ております。

―

　その他有価証券

　　株式 4,932

資産計 4,932 4,932

―

(単位：百万円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計



５．収益認識に関する注記

(１)顧客との契約から生じる収益を分解した情報

売上高

(２)顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

(３)顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込ま
れる収益の金額及び時期に関する情報

①契約資産及び契約負債の残高等
(単位：百万円)

10,781 3,309 61,468

 顧客との契約から
 生じる収益

62,486 21,085 11,179 6,149 100,900

 一定の期間にわたり
 移転される
 財又はサービス

26,291 21,085

　受取手形

　売掛金

契約資産（期首残高）

契約資産（期末残高）

契約負債（期首残高）

火災報知設備 保守 消火設備 防犯設備 計

 一時点で
 移転される
 財又はサービス

36,194 ― 398 2,839 39,432

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「１．連結計算書類の作成の
ための基本となる重要な事項　(２)会計方針に関する事項　⑤収益及び費用の計上基準」に記載
のとおりであります。

当連結会計年度

583

契約資産は、顧客との請負契約について期末日時点で進捗しているが未請求の工事等にかかる
対価に対する当社グループの権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社グ
ループの権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は、一定の期間にわたり収益を認識する顧客との請負契約について、工事の進捗に応
じた顧客からの前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されま
す。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、
529百万円であります。
当連結会計年度における契約資産の増減は、主に収益の認識による増加と売上債権への振替に
よる減少であります。また、当連結会計年度における契約負債の増減は、主に前受金の受取に
よる増加と収益の認識による減少であります。

533

5,605

顧客との契約から生じた債権(期首残高)

1,495

17,528

契約負債（期末残高）

　未成工事受入金

　受取手形

　売掛金

顧客との契約から生じた債権(期末残高)

6,641

2,155

18,861

21,016

　未成工事受入金

19,023

(単位：百万円)



②残存履行義務に配分した取引価格

(単位：百万円)

６．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 円
１株当たり当期純利益 円

(注)

７．重要な後発事象

該当事項はありません。

合計 27,348

当連結会計年度

１年以内 16,467

残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、次のとおりであ
ります。

１年超 10,880

１株当たり純資産額の算定上、役員報酬BIP信託が保有する当社株式は、当連結会計年度末
発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。なお、控除した当該自己株式の
当連結会計年度末株式数は212,154株であります。
また、１株当たり当期純利益の算定上、役員報酬BIP信託が保有する当社株式は、期中平均
株式数の計算において控除する自己株式に含めております。なお、控除した当該自己株式
の期中平均株式数は184,697株であります。

19銭
85銭

2,377
307



個別注記表

１．計算書類の作成のための基本となる重要な事項

（１）重要な会計方針に係る事項に関する注記

①資産の評価基準及び評価方法

有価証券

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
・市場価格のない株式等
　以外のもの

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。

棚卸資産

製品、仕掛品、工事材料 先入先出法による原価法を採用しております。
製造材料 移動平均法による原価法を採用しております。
特注製品・仕掛品 個別法による原価法を採用しております。
(貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定)

②固定資産の減価償却の方法

有形固定資産
(リース資産を除く)

無形固定資産

リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

③引当金の計上基準

貸倒引当金

役員賞与引当金

工事損失引当金

時価法を採用しております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定)

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降
に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月
１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、
定額法を採用しております。

ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利
用可能期間（５年以内）に基づく定額法を、その他の無形
固定資産については、定額法を採用しております。

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績
率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回
収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末に
おける手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その
金額を合理的に見積もることができる工事について、損失
見込額を計上しております。

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年
度末における支給見込額に基づき計上しております。

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を
採用しております。



製品補償引当金

退職給付引当金

役員株式給付引当金

④収益及び費用の計上基準

a.製品の販売

b.工事契約

⑤退職給付に係る会計処理

⑥デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は次のとおりであります。

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの
会計処理の方法と異なっております。

販売済み製品の補償費用などに備えるため、合理的に見積
もられる金額を計上しております。

当社は火災報知設備、消火設備及び防犯設備を報告セグメントとしており、製品の製造及
び販売を行っております。このような製品の販売については、顧客との契約に基づき製品
を引き渡した時点で製品の支配が顧客に移転すると判断していることから、製品の引き渡
し時点で収益を認識しております。また、出荷から支配の移転までの期間が通常の期間で
あるものについて代替的な取扱いを適用し、国内の販売については出荷時点で収益を認識
しております。海外の販売については船積み時点で収益を認識しております。

主として、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末
における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上
しております。
過去勤務費用は、発生年度に全額費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員
の平均残存勤務期間以内の一定年数（13年）による定額法
により按分した金額を、それぞれ発生の翌事業年度から費
用処理しております。
なお、当事業年度において認識すべき年金資産が、退職給
付債務から数理計算上の差異などを控除した金額を超過す
る場合には、前払年金費用として投資その他の資産に計上
しております。

株式交付規程に基づく役員等への当社株式の交付に備える
ため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づ
き計上しております。

当社は火災報知設備、保守、消火設備及び防犯設備を報告セグメントとしており、工事契
約を締結しております。当該契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足される
と判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。履行義務の充
足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工
事原価の総額に占める割合に基づいて行っております。なお、履行義務の充足に係る進捗
度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合
は、原価回収基準にて収益を認識しております。また、履行義務に対する対価は、履行義
務の充足前に契約負債として受領する場合を除き、履行義務充足後、概ね１年以内に受領
しており、契約における重要な金融要素は含んでおりません。



 (２)会計方針の変更に関する注記

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用

（３）会計上の見積りに関する注記

①当事業年度の計算書類に計上した金額

売上高
(注) 　　　

②計算書類利用者の理解に資するその他の情報  

２．貸借対照表に関する注記

（１）関係会社に対する金銭債権債務（区分表示したものは除く）
関係会社に対する短期金銭債権
関係会社に対する短期金銭債務

（２）有形固定資産の減価償却累計額

（３）土地再評価に関する事項

再評価の方法

再評価を行った年月日

（４）貸出コミットメントライン契約

貸出コミットメントラインの総額
借入実行残高
差引額 5,000　百万円

「土地の再評価に関する法律施行令」（1998年３月31日公
布 政令第119号）第２条第４号に定める路線価に基づいて
奥行価格補正等の合理的な調整を行って算定する方法、及
び第５号に定める不動産鑑定士の鑑定評価によって算定し
ております。

「土地の再評価に関する法律」（1998年３月31日公布 法律第34号）及び「土地の再評価に関す
る法律の一部を改正する法律」（2001年３月31日公布 法律第19号）に基づき、事業用の土地の
再評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部
に、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

5,000　百万円
―　百万円

1,456　百万円

柔軟な資金調達手段を確保するため、取引銀行３行と貸出コミットメントライン契約を締結して
おります。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。

2002 年 ３ 月 31 日

12,688　百万円

連結注記表「1．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項　(３)会計方針の変更に
関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

3,976　百万円

売上高は、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約のうち、当事業年度末時点で
工事等未完成・未引渡しの契約を対象として記載しております（工事等が完成し、その
引き渡しが完了した契約は含めておりません）。

連結注記表「1．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項　(４)会計上の見積りに
関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益

9,191　百万円



３．損益計算書に関する注記

　関係会社との取引高
売上高
仕入高
販売費及び一般管理費
営業取引以外の取引高

４．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

(注)１

 　 ２

 　 ３

５．税効果会計に関する注記

（１）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
退職給付引当金
未払賞与
棚卸資産評価損
未払社会保険料
その他
繰延税金資産小計
評価性引当額
繰延税金資産合計

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計

繰延税金資産の純額

（２）法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

6,087　百万円
1,698　百万円
393　百万円
754　百万円

増加 減少 当事業年度末

自己株式の当事業年度末株式数には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式212,154株が
含まれております。

普通株式(株)

自己株式の株式数の増加77,710株は、役員報酬BIP信託による当社株式の取得77,400株、
単元未満株式の買取310株によるものであります。

4,024,972 77,710 2,571,112

自己株式の株式数の減少2,571,112株は、自己株式の消却による減少2,412,000株、役員
報酬BIP信託への第三者割当による自己株式の処分による減少77,400株及び役員報酬BIP
信託から株式交付規程に基づく役員等への交付及び市場への売却による減少81,712株で
あります。

786　百万円
148　百万円

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立
し、2026年４月１日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになり
ました。
これに伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰
延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62％から31.52％に変更し計算して
おります。
なお、この変更による計算書類への影響は軽微であります。

株式の種類 当事業年度期首

3,537　百万円

1,867　百万円

1,531,570

△1,092　百万円

2,444　百万円

116　百万円
629　百万円

3,548　百万円
△11　百万円

△1,092　百万円



６.関連当事者との取引に関する注記

（１）親会社及び法人主要株主等
(単位:百万円)

上記の金額のうち、取引金額には消費税等を含めておらず、当事業年度末残高には消費税等を含めております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

　(注)　市場価格を勘案して毎期価格交渉の上、取引条件を決定しております。

（２）子会社及び関連会社等
(単位:百万円)

上記の金額には消費税等を含めておりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

　(注１)　市場価格を勘案して毎期価格交渉の上、取引条件を決定しております。

　(注２)　資金の貸付はグループ全体の資金効率化を図るために貸付を実施したものであり、利率は市中金利を勘案し決定
しております。

（３）兄弟会社等

該当事項はありません。

（４）役員及び個人主要株主等
(単位:百万円)

上記の金額のうち、取引金額には消費税等を含めておらず、当事業年度末残高には消費税等を含めております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

679

属性 名称
議決権等の
所有割合

関連当事者
との関係

取引の内容
当事業年度末

残高

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科目

アメリカにお
いて当社の製
品の製造及び

販売

　(注２)　市場価格を勘案して個別に協議の上、取引条件を決定しております。

100.00%
ホーチキアメリ
カコーポレー

ション
子会社

利息の受取(注２)

取引金額

70

火災報知設備
の販売(注１)

748

科目

157

資金の回収

資金の貸付

関係会社
長期貸付金

流動資産
その他

　(注１)　株式会社トリアスは、当社取締役中野秀代が議決権の79%を直接保有しております。

当事業年度末
残高

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社等

株式会社
トリアス
（注１）

―
IRツールの
制作支援、
役員の兼任

IRツールの制作支援
(注２)

10

属性 名称
議決権等の
所有割合

1,685
受取手形、
売掛金及び
契約資産

167

750

522

受取手形、
売掛金及び
契約資産

科目
議決権等の
被所有割合

関連当事者
との関係

取引の内容

火災報知設備
及び防犯設備
等の販売(注)

属性

未払金 3

当事業年度末
残高

取引金額

3,195
その他の
関係会社

火災報知設備
及び防犯設備

等の販売

綜合警備保障
株式会社

17.50%

名称



７．収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

８．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 円
１株当たり当期純利益 円

(注)

９．重要な後発事象

該当事項はありません。

１株当たり純資産額の算定上、役員報酬BIP信託が保有する当社株式は、当事業年度末発行
済株式総数から控除する自己株式に含めております。なお、控除した当該自己株式の当事
業年度末株式数は212,154株であります。
また、１株当たり当期純利益の算定上、役員報酬BIP信託が保有する当社株式は、期中平均
株式数の計算において控除する自己株式に含めております。なお、控除した当該自己株式
の期中平均株式数は184,697株であります。

250 71 銭
1,872

連結注記表「５．収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略して
おります。

43 銭


